
旧森田銀行本店・旧岸名家・三国湊町家館指定管理者募集要項 
 

 

施設の設置目的に沿い、住民のニーズに対応して、より効果的、効率的な管理運営を行うため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び旧森田銀行本店条例（平成１８年坂井市条例第１

７１号）第３条、旧岸名家条例（平成１８年坂井市条例第１７２号）第１０条並びに三国湊町家館条例（平

成１８年坂井市条例第１２８号）第１２条の規定に基づき、「旧森田銀行本店・旧岸名家・三国湊町家館 (以

下それぞれ「森田銀行」「岸名家」「町家館」とし、三施設をまとめて呼称する場合は「三国まちなか観光施

設」という。)」の指定管理者を次により募集します。 

 

１．管理物件等 

（１）管理物件 

   指定管理者業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、「別紙１ 管理施設」と「別紙

２ 管理物品」とします。指定管理者は、常に良好な状態となるよう誠意を持って管理物件を管理して

ください。 

（２）利用者数 

   過去３ヵ年の利用人数及び使用料又は利用料金の収入実績は、「別紙３ 施設の利用状況」のとおり

です。 

（３）収支状況 

   過去３ヵ年の収支実績は、「別紙４ 施設の収支状況」のとおりです。 

（４）法令等の規定 

   ア 旧森田銀行本店条例、同施行規則、旧岸名家条例、同施行規則、三国湊町家館条例、同施行規則 

イ 坂井市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、同施行規則 

ウ 地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令 

エ 文化財保護法、同施行令ほか文化財関連法令 

オ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令 

カ 水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行規則、電気事業法 

その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

 

２．指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は、指定期間中次の業務を行ってください。（市のみの権限に属する事項は除く。）なお、

指定期間の途中でこれらの業務を自己の都合により休止し、又は中止することはできません。 

ア 三国まちなか観光施設の維持管理に関する業務 

イ 三国まちなか観光施設の利用の許可に関する業務 

ウ 三国まちなか観光施設の利用に係る利用料金の徴収に関する業務 

エ その他、「別紙５ 旧森田銀行本店・旧岸名家・三国湊町家館管理運営業務仕様書（以下「仕様

書」という。）」に定める業務 

 

３．指定管理者が行う業務の基準等 

指定管理者が実施する管理運営業務の実施条件は、次に掲げるもののほか、仕様書に示すとおりとしま

す。 

ア 関係する法令等を遵守し、適正に施設の管理運営を行うこと。 

イ 三国まちなか観光施設の利用許可の承認又はその取消しの基準は、旧森田銀行本店条例及び同施

行規則、旧岸名家条例及び同施行規則、三国湊町家館条例及び同施行規則の定めるところによる

こと。 

ウ 坂井市の施策としての事業に対し、積極的に取り組むこと。 

 

４．指定の期間及び会計年度 

指定管理者が管理を行う期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間とします。

また、管理運営に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとします。 

 

５．管理運営に要する経費 

（１）指定管理者委託料 



市は施設の管理運営に対する対価として、指定管理者に対し指定管理者委託料（以下「委託料」とい

う。）を支払います。 

（２）利用料金 

ア 地方自治法第２４４条の２第８項の規定により、利用料金は指定管理者が徴収し、その収入とし

ます。 

イ 三国まちなか観光施設の利用料金の額は、旧森田銀行本店条例及び同施行規則、旧岸名家条例及

び同施行規則、三国湊町家館条例及び同施行規則で定める額（条例で定める額には消費税及び地

方消費税を含んでいます。）の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定め

るものとします。 

（３）委託料の額 

指定管理者は、施設の利用料金収入及び市から支払う委託料によって、指定管理に要する経費を賄う

こととします。指定期間中に市が支払う委託料の額は下記に定める基準価格の範囲内とし、指定管理者

より提案額を求めます。 

なお、具体的な委託料については、指定管理者からの提案額に基づき指定管理者と市が協議のうえ、

毎年度締結する年度協定書において、年度毎の委託料の額と支払方法（５月・１０月の年２回払い）を

定めることになります。 

基準価格３９，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（令和５年度：７，８００千円） 

（令和６年度：７，８００千円） 

（令和７年度：７，８００千円） 

（令和８年度：７，８００千円） 

（令和９年度：７，８００千円） 

※ 基準価格を超える提案があった場合は失格となりますので、ご注意ください。ただし、基準価

格の範囲内であれば、各年度の内訳金額を超える提案であっても可能とします。 

（４）委託料の額の変更 

年度協定書において定めた委託料は、次のような特別な場合を除き変更はできません。 

ア 市の施策として、三国まちなか観光施設に係る業務の変更又は新たな業務の実施の必要があると

き。 

イ 事故又は自然災害、社会情勢の大幅な変化等に対応する必要があるとき。 

 

６．応募資格等 

（１）応募資格 

県内に主たる事業所を有する法人、共同企業体、その他の団体（以下「法人等」という。）で、三国

まちなか観光施設の管理を、指定期間中、継続して適正かつ確実に行うことができる法人等とします。  

（２）共同企業体での応募 

ア 共同企業体で応募する場合は、構成団体の中の１者でも該当する欠格事項があれば、応募するこ

とはできません。 

イ 共同企業体で応募する場合は、代表する団体を定めてください。 

ウ 共同企業体を代表する団体は、県内に主たる事業所を有する法人に限ります。 

エ 共同企業体を構成する団体は、単独で応募することはできません。また、他の共同企業体の構成

団体と重複することもできません。 

オ 共同企業体の構成団体の変更は認めません。ただし、市及び構成団体全員の承認がある場合には、

この限りではありません。 

カ 共同企業体の構成団体において締結した、共同企業体協定書の提出を求める。 

キ ９（１）申請書類 ア 申請書類の③から⑥及び⑪、イ 付属書類の①から④までについては、構成

団体ごとに提出してください。 

（３）欠格事項 

次のいずれかに該当する法人等(代表者が次のいずれかに該当する法人等を含む。) は、応募すること

はできません。 

ア 市税等を滞納している法人等 

イ 坂井市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年３月２０日条例第４３号）

第６条に該当する法人等 

ウ 坂井市政治倫理条例（平成１９年３月１２日条例第１号）第４条に該当する法人等 

エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）

の規定により、本市における入札の参加資格が制限されている法人等 



オ 坂井市工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中の法人等 

カ 労働者災害補償保険に加入していない法人等 

キ 前各項目に掲げるもののほか、公の施設の管理者として適当でないと市長等が認める法人等 

 

７．指定管理者の選定に関する事項 

（１）選定スケジュール 

   ア 公募の周知及び募集要項の配布 

   イ 現地説明会の開催 

   ウ 募集要項に関する質問の受付、回答 

   エ 応募表明書類の受付 

   オ 申請書類の受付 

   カ 選定（候補者選定委員会の開催、書類審査、プレゼンテーション、ヒアリング） 

   キ 選定結果の通知・公表 

   ク 指定管理者の指定議決 

   ケ 指定管理者の指定、協定締結 

（２）候補者選定委員会の開催 

   坂井市公の施設における指定管理者の候補者選定委員会規則に基づき、坂井市公の施設における指定

管理者の候補者選定委員会を設置し、令和４年１０月に候補者選定委員会を開催する予定です。なお、

応募団体にはプレゼンテーションを実施していただきます。場所、日時については後日連絡します。 

（３）選定基準 

選定項目については、「指定管理者の候補者選定に係る審査マニュアル」に沿って、坂井市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条及び坂井市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例施行規則第４条の選定基準に基づき、施設の性格や設置目的等を踏まえて設定することとします。 

・選定項目 

ア 事業計画書の内容が住民の平等利用を確保することができるものであるか。 

イ 事業計画書の内容が公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであるか。 

ウ 指定管理者が計画書に沿って管理を適正かつ確実に行う人的能力及び物的能力を有するもので

あるか。 

エ その他、当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認める事項 

・審査項目 

ア 公の施設の設置目的、市の施策、地域との連携に対する認識度 

イ 利用者の安全に対する配慮及び管理運営における公共性への認識と配慮 

ウ 管理業務の遂行に必要な資金、人材、物資の調達その他申請内容の実現可能性 

    エ 所管課が設定する当該公の施設の設置目的を達成するために必要とする事項 

（４）審査の方法 

候補者選定委員会において審査項目に沿って調査及び審査を行い、その結果、最も評価の高い応募団

体を指定管理者候補者として市長に報告しますが、その後、最終的に市において指定管理者候補者を選

定します。 

（５）選定結果 

選定結果については、令和４年１２月に各応募団体に文書で通知するとともに、市のホームページで

公表する予定です。 

（６）指定管理候補者にかかる指定管理者の指定 

令和４年１２月坂井市議会（予定）の議決を得て、指定管理者に指定されます。指定管理者には、速

やかに「坂井市公の施設に係る指定管理者指定通知書」を発送します。 

（７）募集して応募者がいなかった場合の対応 

   指定管理者を募集し、応募者がいなかった場合については、原則、募集要項及び仕様書の内容を見直

したうえで、再募集するものとします。 

 

８．応募表明書類 

応募にあたっては、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要と認める場合、追加資料の

提出を求めることがあります。 

（１）応募表明書類  

応募者は、次の資料及び付属書類（応募者が法人以外の団体でこれらの書類が得られないときは、こ

れに類する書類）を提出してください。書類提出後、記載事項を変更することはできません。 

   ア 資料 



① 様式第０号 指定管理者応募表明書 

② 様式第２号 法人等の概要 

③ 様式第３号 役員名簿 

   イ 付属書類は、次のとおりとします。 

① 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類 

② 法人の登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

③ 市税及び消費税（納税額等証明用・その１）の納税証明書（直近３ヵ年分） 

④ その他団体資料 

（２）提出部数  

原本１部、写し１０部  

（３）提出方法 

坂井市産業政策部観光交流課まで持参、又は郵送してください。 

※ 郵送の場合、書留郵便により受付期間最終日の午後５時までに必着のこと。尚、担当課は郵送

事故等の責任は一切負いません。 

※ ＦＡＸ及び電子メールでの提出は、認められません。 

（４）応募表明書類受付期間 

令和４年１０月４日（火）から令和４年１０月１４日（金）まで 

（ただし、土曜・日曜・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで） 

（５）その他 

    ア 受付期間内に応募表明書類等を提出できなければ、本申請を受付することはできません。 

イ 応募表明書類は、辞退の場合を除き返却しません。 

ウ 応募表明後に辞退する場合は、直ちに理由を付した書面によりその旨を届け出てください。 

エ 応募表明書類等の記載事項に変更が生じた場合は、直ちにその旨を書面で届け出てください。 

オ 応募表明に要する経費等は、すべて応募団体の負担とします。 

 

９．申請書類 

申請にあたっては、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要と認める場合、追加資料の

提出を求めることがあります。また、８. 応募表明時に提出された書類は除くものとします。 

（１）申請書類  

応募者は、次の申請書類及び付属書類（応募者が法人以外の団体でこれらの書類が得られないときは、

これに類する書類）を提出してください。書類提出後、記載事項を変更することはできません。 

   ア 申請書類 

申請書類等一覧表 

① 様式第０号 指定管理者応募表明書 

② 様式第１号 坂井市公の施設指定管理者指定申請書 

③ 様式第２号 法人等の概要 

④ 様式第３号 役員名簿 

⑤ 様式第４号 法人等の経営状況要約表（直近３ヵ年の状況） 

⑥ 様式第５号 類似施設等管理運営実績表（該当する場合のみ。） 

⑦ 様式第６号 旧森田銀行本店・旧岸名家・三国湊町家館指定管理者 管理運営業務計画書 

⑧ 様式第７号 収支計画書 

    ⑨ 様式第８号 人員配置計画表 

    ⑩ 様式第９号 指定管理者指定申請書兼委任状（共同企業体用）（該当する場合のみ。） 

⑪ 様式第10号 旧森田銀行本店・旧岸名家・三国湊町家館指定管理者指定申請に係る誓約書 

⑫  様式第11号 質問書（該当する場合のみ。） 

⑬  様式第12号 現地説明会申込書（該当する場合のみ。） 

⑭  様式第13号 募集要項等に関する質問回答書（該当する場合のみ。） 

⑮  その他施設の事情により必要とされる事項 

⑯  申請書類を保存した記録媒体（ＣＤ－ＲＯＭ等） 

イ 付属書類は、次のとおりとします。 

① 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類 

② 法人の登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

③ 市税及び消費税（納税額等証明用・その１）の納税証明書（直近３ヵ年分） 

④ 損益計算書及び貸借対照表又はこれらに準じる決算書類（直近３ヵ年分） 

（２）提出部数  



原本１部、写し１０部 、申請書類及び付属書類等を保存した記録媒体（ＣＤ－ＲＯＭ等） 

（３）提出方法 

坂井市産業政策部観光交流課まで持参、又は郵送してください。 

※ 郵送の場合、書留郵便により受付期間最終日の午後５時までに必着のこと。尚、担当課は郵送事 

故等の責任は一切負いません。 

※ ＦＡＸ及び電子メールでの提出は、認められません。 

（４）申請書類受付期間 

令和４年１０月４日（火）から令和４年１０月１８日（火）まで 

（ただし、土曜・日曜・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで） 

（５）その他 

ア 申請書類は、辞退の場合を除き返却しません。 

イ 応募後に辞退する場合は、直ちに理由を付した書面によりその旨を届け出てください。 

ウ 申請書類の提出後、申請書類の差し替え、変更はできませんが、誤字の訂正等は可能です。そ

の場合、正誤表を添えて申請してください。 

エ 申請書類受付期間の締切日直近で、申請書類を提出する場合は、申請書類に不足がないように

してください。不足があった場合は、受付することができません。なお、事前に提出書類の審

査を求める場合は、担当課へご連絡願ください。 

オ 申請に要する経費等は、すべて応募団体の負担とします。 

カ 記録媒体については、候補者選定委員会終了後、市により適正に破棄します。 

 

 

１０．質問の受付 

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

ア 受付期間  

令和４年１０月４日（火）から令和４年１０月１４日（金）まで 

午前８時３０分から午後５時まで（土曜・日曜・祝日を除く。） 

イ 受付方法 

    質問書（様式第１１号）に記入のうえ、ＦＡＸ又は電子メールにより産業政策部観光交流課

まで提出してください。 

ウ 質問の回答方法 

質問の内容及び回答は、随時、坂井市ＨＰ上で公表します。 

 

１１．現地説明会の実施 

次のとおり現地説明会を開催します。参加を希望する場合は、事前にＦＡＸ又は電子メールにより、

現地説明会申込書（様式第１２号）を産業政策部観光交流課まで提出してください。 

なお、参加申込みがない場合、現地説明会は開催しません。 

ア 開催日時  

令和４年１０月１３日（木） 午後２時から午後３時まで 

イ 開催場所 

三国湊町家館 和室 坂井市三国町南本町四丁目６－５５ 電話０７７６－８２－８３９２

ウ 受付期間  

令和４年１０月４日（火）から令和４年１０月１１日（火）まで 

午前８時３０分から午後５時まで（土曜・日曜・祝日を除く。） 

 

１２．無効又は失格 

本募集要項中に記載しているほか、以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがありま

す。 

ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかった場合 

イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

ウ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

エ 虚偽の内容が記載されている場合 

オ その他、候補者選定委員会で協議の結果、審査を行うにあたって不適当と認められる場合 

 

１３．個人情報の保護と情報公開 



（１）個人情報の保護 

指定管理者が管理を通じて得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）、坂井市個人情報保護条例（平成１８年坂井市条例第１７号）及び同施行規則（平

成１８年坂井市規則第１４号）の規定に基づき、管理の基準として必要な事項を定めるほか、指定管理

者は公の施設の管理にあたって知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情

報の適正な管理のために、必要な措置を講じなければならないものとします。 

（２）情報公開 

指定管理者は、情報の公開に関して坂井市情報公開条例（平成１８年坂井市条例第１６号）及び同施

行規則（平成１８年坂井市規則第１２号）の規定に基づき、保有する情報の公開を行うために必要な措

置を講ずるよう努めることとします。また、市は指定管理者が保有する情報について開示請求があった

ときは、指定管理者に対して当該情報を提出するよう求めるものとし、指定管理者は速やかに応じるよ

う努めなければならないものとします。 

公開にあたっては、応募時からその旨を示すこととするが、優良な提案を妨げることがないよう、応

募団体独自の効率的かつ効果的な施設運営のノウハウ等が含まれている場合も想定されるため、事業者

の競争力の保持及び積極的参入の確保という観点から、適正に判断するものとします。 

 

１４．リスク分担 

市と指定管理者との間において適切にリスクを分担することで、施設管理のための費用の最小化を図  

るものであるため、リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担するとの考え方に基

づき、適切に設定することとします。 

なお、「リスク分担の考え方」及び「管理物件の修繕に係る費用負担の考え方」のとおりとします。 

 

１５．問合せ先 

 

坂井市役所 産業政策部観光交流課 

 

〒９１９－０５９２ 

福井県坂井市坂井町下新庄１－１  

[電 話] ０７７６－５０－３１５２（直通） 

[ＦＡＸ] ０７７６－６８－０４４０ 

[メール] kankou@city.fukui-sakai.lg.jp 

 


